
電話

（第 5 章）

（第 4 節）

（第　 2

～ 年度

【事務事業を評価する指標（ものさし）】
指　　　標　　　値

16年度目標値 最終目標値

成果指標 アクセス件数

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

指　　　標 指　　　標(算式）

活動指標 アクセス件数

事務事業開始の
きっかけ（市民
ニーズ、住民要望
等）

○市外からの市内公共交通に関する問合せ（市ホームページに関する件で、千歳空港や札幌から
   市内の特定の場所へ行くための方法等に関する問合せがよせられた。）
○市外からのアクセス権の保障

節
施策

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

地域情報化の推進

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

情報通信

□　あり ■　なし総合計画(第１次実施計画）

767

H15.9.12

高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

作成部署
公共交通情報サイト提供事業（情
報化施策推進事業）

事務事業名

上野正三部長職名

施策）

１　計　画　（プラン）

事務事業開始年度

章

H13
根拠法令等

　〃 終了予定年度

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

１6
年
度

市が行う事務
事業の具体
的な実施内
容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

  市ホームページへの公共交通情報検索システムの提供
（初年度に市内の公共交通情報を整備することから、次年度以降はダイヤ（時間）の変更
などの管理的な費用で運営される。）

市民及び市外在住者

  利用頻度の高い情報を発信することにより、市民等の利便性の向上を図る。
  当市では、近隣市町村とのイベント交流事業などを通し、JR北広島駅周辺を中心に人の
流れが多くなっている。また、行政界をを越えた余暇活動や経済活動に合わせて広域交流
を推進しているが、そのためのアクセス権を保障する。

　総　事　業　費 ①＋④

直接事業費

【費用の推移】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

予算要求予定額

人 　件 　費
（概算）

  市ホームページへの公共交通情報検索システムの提供
（現在札幌市が運用いしている公共交通検索システムの中に、北広島市内の公共交通の
情報を掲載し札幌市の検索システムと一体利用が可能なコンテンツ提供を行う。）

地方債

④＝②×③

区　　　　分
16年度 17年度以降予定額

17
年
度
以
降

実施計画額 毎年度

↓ ↓
終期のある事務事
業はこの欄に17年
度以降の総額を記
入

終期のない事務事業
はこの欄に単年度の
概算額を記入

 平成１５年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

総務部情報推進課

可児正樹

別紙２

7－7整理番号

事務区分 課長職名 作成日■自治事務　　□法定受託事務　

0

③１人当り年間平均人件費

①合　計

9,000

②人　数（年間）

9,000 9,000

1,600 0 600

1,600

0

600

9,000

0

0 6000

0

1,600

0



　判　　　　定 今後の方向性等【1次評価】

□妥当でない
【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

■概ね妥当である　

　市内外を問わず、公共交通機関に関する問い合わせがあることか
ら、実施すべきと考える。

■実施する

□見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

【目的を達成するための
手段は適切ですか。他の
手段や委託化などの可能
性はありませんか】

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

　事務事業担当部局
　の総合的な考え方

※以下の欄は記入しないでください。

7－7整理番号

２　評　価　（チェック）

３　総合判定と今後の方向性

市が実施する必要性

【受益者負担が必要また
は可能である場合、具体
的な方法等を理由等の欄
に記入してください】

　行財政構造改革推
　進本部の総合判定

手段の妥当性

□実施する

□見直しの上で実施する

　判　　　　定

【事務事業担当部局内優先度】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

【２次評価】

□実施時期を遅らせる

今後の方向性等

  ＪＲとバス等の複合的な利用の際に活用されるものであるが、ニー
ズがどれくらいあるかが不透明であり、費用対効果の面で疑問が残
る。今後、ニーズの調査等を行い、実施について再検討すべきと考え
る。

■実施について再検討する

□実施しない

■適切である

判　定項　　目

【必要性・妥当性・有効性・緊急性の評価】

理由・方法等
□市が実施すべき事務事業である

■民間等への移管は可能であるが当面　

□妥当である

受益者負担の必要性

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

目的の妥当性

　　行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

□他の手法がある

  市民の通常の行動範囲は、札幌圏に拡大されてきて
おり、このシステムが小樽、石狩、江別等へ拡大され
ることになれば利用範囲は更に広がる。
また、広域交流の観点から、他市町村からの利用範
囲も広がると思われる。

  このシステムのイニシアルコストは既に数億単位で
あり、システムに相乗りすることは妥当と考える。ま
た、機器等の調達も必要ないことから管理面でも有利
である。

  情報提供の一環であり、受益者負担の考え方になじ
まない。

  サービス内容については、民間において運用が可能
であるが、中央バスの様に札幌市のシステムに情報
提供し、自前のシステムではこのサービスを行ってい
ない会社も存在することから、このシステムを用いるこ
とが有効と判断できる。

□受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

■受益者負担になじまない

事業の有効性 ■十分効果が期待できる   市民の定常交通における公共交通機関の分担率の
維持・向上と、JRと他交通機関との複合的な利用の利
便性を一層向上させる。特に高齢者は公共交通機関
の依存率が他世代より高い。このシステムは高齢社
会にも必要な情報提供手法になる。

【事務事業の社会的・経
済的効果はどの程度です
か。効果の内容を具体的
に記入してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

□Ａ 　　 　■ B　　 　□C

事業の緊急性 ■16年度から着手する必要がある
  市内外を問わず、公共交通機関に関する問い合わ
せがある。また、WEBサイトのアクセス数 が５万〔件/
日〕アクセスもあることから市民ニーズも高いと判断で
きる。

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから緊
急度はどの程度ですか】

□17年度以降の着手も可能である

□あまり緊急性はない


